
Golf Studio Choco 会員規約（個人会員） 改訂版 

 

第１条（定義） 

この会員規約（以下「本会員規約」といいます）はGolf studio Choco（以下「当クラブ」といいます）の

全ての会員（本会員規約第４条に規定された所定の手続きを経て当クラブに入会された方をいいます）に適

用します。 

 

第２条（運営・管理） 

当クラブは株式会社ウォーター（総称して、以下「当社」といいます）が運営・管理を行います。 

 

第３条（会員制度） 

１． 当クラブは会員制とします。 

２． 当クラブの会員は、本会員規約に従い、当クラブの施設（以下「本施設」といいます）を利用すること

ができます。 

３． 当クラブに入会を希望する方は、当社が指定する入会手続きを行い、当社の承認を得た上で当社の定め

る入会金および月会費を当社に納入した時点で会員資格を得ることが出来ます。 

４． 当社は、会員に対し、必要に応じて本人確認書類及び医師の健康証明書等の提出を求めることがあり、

会員は速やかに応じるものとします。 

５． 会員は、入会後であっても、当社から本人確認書類及び医師の健康証明書等の提示を求められたとき

は、速やかに応じるものとします。当社は、会員がその求めに応じない場合、当該会員の本施設の利用

を禁止することができます。この場合であっても会員は、第７条第１項に定める会費等を支払うものと

します。 

６． 未成年者が入会を希望する場合には本人とその親権者が連署のうえ、入会を申し込むものとし、親権者

は本会員規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 

７． 会員は入会金および月会費とは別に本施設の利用、レッスン受講等のために必要な施設利用料、レッス

ン料、その他の諸費用（以下「利用料等」といいます）を負担するものとします。 

８． 会員は本会員規約および細則、その他当社が定める規則を遵守しなければなりません。 

９． 会員は当社および当クラブの運営・管理に関与できません。 

 

第４条（入会資格） 

１． 当クラブの入会資格は、以下の各号の項目全てを満たす方とします。 

① 本会員規約およびその他当社の定める規則を遵守する方 

② 医師等により運動を禁じられておらず、本施設およびサービス利用に支障のない健康状態であることを

当社に申告した方 

③ 刺青（タトゥーを含む）をしていない方 

④ 暴力団、暴力団組員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます）、暴力団準構成員

または暴力団関係者その他の反社会的勢力（総称して、以下「暴力団関係者等」といいます）でない方



および暴力団関係者等と関わりを持たない方 

⑤ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病のない方 

⑥ 成人の方（未成年者の場合は、保護者の同意を必要とします） 

⑦ 他のスポーツクラブ等、会員制の団体から除名等の処分を受けたことのない方 

２．前項各号の要件を欠く方であっても、当社の判断により入会を認める場合があります。 

３．第１項各号の要件を満たす方であっても、当社が会員として適さないと判断した方については入会を認

めない場合があります。 

 

第５条（会員証） 

１． 当社は会員に対し会員証を交付するものとします。 

２． 会員は本施設・サービスを利用する際には、会員証を提示するものとします。 

３． 会員は会員証を第三者に貸与または譲渡することはできません。会員が、会員証を貸与および譲渡した

場合、当社は当該会員を除名することができるものとします。 

４． 会員は会員証を紛失した場合は、速やかに再発行の手続きをするものとします。 

５． 会員は会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を当社に返還するものとします。 

 

第６条（入場および利用の禁止） 

当社は以下の各項に該当する方の入場および利用を禁止することができます。 

① 医師等により運動を禁じられている方 

② 会費等（次条に定めます）の支払いが当社により確認できない方 

③ 刺青（ファッションタトゥーを含む）をしている方 

④ 暴力団関係者等または暴力団関係者等と関わりを持つ方 

⑤ 本会員規約および細則、その他当社が定める規則、本施設のスタッフ及びインストラクター等の指示を

遵守しない方 

⑥ 妊娠していることが判明した方（但しマタニティレッスンの受講者、医師の許可のある方を除く） 

⑦ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病のある方 

⑧ 泥酔している方 

⑨ 当社が不適当と認めた方 

⑩ その他本施設・サービスを利用することが困難であると当社が認めた方 

 

第７条（入会金、月会費、利用料等） 

１． 会員は、当社が定める入会金、月会費、利用料等（総称して、以下「会費等」といいます）を所定の方

法で支払うものとします。会費等の種類、金額、支払期限および支払方法等は当社が定めるものとしま

す。 

２． 入会金の有効期間は退会時までとし、入会金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。 

３． 入会時の月会費の有効期限は入会月の末日までとし、日割計算はしません。当クラブの利用開始後、既

納の月会費は当クラブ利用の有無を問わずこれを返還しません。 



４． 翌月以降の月会費は該当月1日までに支払うこととします。（登録後は自動となります。） 

５． 当社は会費等を改定することができます。この場合、入会金については新たに入会する会員から、月会

費および利用料等については改定後の支払いより適用します。 

６． 前項による改定を行なう場合は、当社は１ヶ月前までに当クラブのウェブサイトまたは本施設内での掲

示、直接の連絡などによって会員に告知するものとします。 

 

第８条（営業日および営業時間等） 

当クラブの営業日、営業時間、スタジオレッスンの開講時間については別途定めるものとします。 

 

第９条（退会） 

１． 会員は会員本人（会員が未成年者の場合、本人及び親権者）が当クラブに来館のうえ、所定の退会手続

きを行なうものとします。 

２． 会員は退会を希望する月の２０日までに退会手続きを完了するものとし、退会日は当該月末日としま

す。 

３． 代理人による退会手続きや電話、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌその他の方法による退会手続きはできないもの

とします。但し、当社がやむを得ない事由があると判断した場合はこの限りではありません。 

４． 会員は会費等が未納の場合は、退会手続きまでに完納するものとします。 

 

第１０条（会員資格の停止および除名） 

当社は会員が次の各号の一つでも該当する場合、該当する会員に対し、会員資格の一定期間停止または、除

名することができるものとします。 

① 第１８条（禁止事項）の各号に該当する行為、その他本会員規約、細則、その他当社の定めた規則に違

反する行為があったとき 

② 会費等の全部または一部について規定の入金日を３０日経過しても支払いがなされないとき 

③ 当クラブから会員への通知・連絡が困難で当クラブの契約の継続に必要な手続き等が行えないとき 

④ 会員証を第三者に使用させる行為、または他の会員になりすます行為等、不正な行為があったとき 

⑤ 暴力団関係者等であること、または暴力団関係者等と関わりを持つことが判明したとき 

⑥ 会員が当クラブを退会したとき 

⑦ 会員が当クラブから除名されたとき 

⑧ 会員が死亡したとき 

⑨ 当社が当クラブを閉業したとき 

⑩ その他会員として相応しくないと当社が判断したとき 

 

第１１条（届出事項の変更等） 

会員は氏名、住所、連絡先、支払金融機関およびその他入会申込書および各種確認書記載事項に変更が生じ

た場合には、速やかに当社に届け出るものとし、変更届の未提出による当社からの通知の未達等に関する一

切の責任は会員が負うものとします。 

 



第１２条（個人情報） 

１． 当社は会員から取得した氏名、住所、電話番号、メールアドレス、金融機関等の個人情報を別途定める

「プライバシーポリシー（https://water.chiba.jp/privacy-policy/）」に則り利用・管理するほか、

会員が本施設内で事故、怪我等した場合、必要な範囲で家族、当社および病院その他の医療関係者に開

示することができるものとします。 

２． 本条第１項に定めるほか、当社は必要に応じて、会員情報を個別に会員から収集することができるものと

します。その場合、当該収集の目的および用途について、会員から同意を得るものとします。 

３． 当社は会員から申告された個人情報に基づいて対応するものとし、会員が個人情報を、当社に正しく申告

しなかったことに起因して、会員に生じた不利益について、当社は、何らの責任も負わないものとします。 

 

第１３条（会員以外の当クラブの利用） 

１． 会員以外でも当クラブの体験利用を希望する方のうち当社が適当と認めた方は、本施設・サービスを利

用することができます。 

２． 会員に同伴され、会員以外で当クラブ利用する方を会員同伴ビギナー（以下「ビギナー」といいま

す）、会員に同伴されず、会員以外で当クラブ利用する方を非会員とします。 

３． 当社はビジターおよび非会員の当クラブ利用に際し、当社が定める利用料等を求めることができます。 

４． 当社が必要と認めた場合には、ビジターおよび非会員の入場を制限することができます。 

５． ビジターおよび非会員は本会員規約、細則、その他当社が定める規則を遵守することとします。 

 

第１４条（施設・サービス利用の制限） 

当社は特別行事、講習会、本施設の改修、その他必要と認めたとき、本施設・サービスの全部または一部に

ついて会員の利用を制限することができます。 

 

第１５条（営業時間の変更または休業） 

１． 当社は以下の理由により本施設の全部または一部について、営業時間の変更または休業を行うことがあ

ります。 

① 天災地変、気象災害、地震、疫病の流行その他やむをえない理由により当社が営業時間の変更が必要、

または営業を行なうことが妥当でないと認めたとき 

② 警報･注意報などにより当社が営業時間の変更が必要、または営業を行なうことが妥当でないと認めたと

き 

③ 機器が故障し、復旧の目処が立たないとき 

④ 本施設の点検、補修または改修をするとき 

⑤ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない理由が発生したとき 

⑥ 年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他当社の都合により当社が営業時間の変更又は休業が必

要と認めるとき 

⑦ その他、当クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあ

るとき 



２． 本条第１項第４号から第５号に定める事由による営業時間の変更又は休業を行う場合、当社は可能な限

り１ヶ月前までに会員に告知するものとします。但し、当社が１ヶ月前までに告知ができない場合は可

能な限り速やかに会員に告知を行うものとします。 

３． 本条第１項第１号から第３号の事由による営業時間の変更または休業を行う場合は、当社は会員に事前

告知することを要しないものとします。 

 

第１６条（責任事項） 

１． 会員は、自己責任と負担において本施設を利用するものとします。 

２． 本施設・サービス等の利用に関連して会員、ビジター、非会員（以下、総称して「会員等」といいま

す）または第三者に生じた人的事故および物的事故については、当社に故意または過失がある場合を除

き、当社は一切の賠償の責を負わないものとします。 

３． 会員等が本施設・サービス等の利用に際して生じた盗難および紛失については、当社に故意または過失

がある場合を除き、当社は一切の賠償の責を負わないものとします。 

４． 会員等が当クラブ内で自己の責に帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた場合は、その

賠償の責に任ずるものとします。 

 

第１７条（禁止事項） 

当社は、会員等に対し本施設内における次の各号の行為を禁止します。 

① 当社に許可なく本施設内で物品販売、宣伝広告、個別指導等の営利行為、勧誘行為、金銭の貸借、政治

活動、署名活動をすること 

② 当社に許可なく本施設内で撮影、録音をすること 

③ 他の会員等、スタッフ、インストラクター、その他第三者に対して、誹謗中傷、差別し、または名誉・

信用もしくはプライバシーに関する利益を毀損する行為 

④ 他の会員等、スタッフ、インストラクター、その他第三者に対する暴力行為、性的嫌がらせ、わいせつ

行為、その他の迷惑行為または威嚇行為 

⑤ 他の会員等、スタッフ、インストラクター、その他第三者に恐怖を感じさせ、または危険を及ぼす行為 

⑥ 他の会員等、スタッフ、インストラクター、その他第三者を待ち伏せし、後をつける行為、ストーカー

行為、個人情報を聞き出そうとする行為または相手の意に反してみだりに話しかける等の行為 

⑦ 正当な理由なく、スタッフ、インストラクターにみだりに面談を申し入れ、みだりに電話をかける等、

業務の妨げになる行為 

⑧ 他の会員等、その他第三者の当クラブにおける利用の妨げになる行為 

⑨ 法令および公序良俗に違反する行為、社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為 

⑩ 本施設、設備、備品等の損壊、汚損、落書き、持ち出し、窃盗等の行為 

⑪ 本施設内への盲導犬等当社が認めた以外の動物、ペット等の持ち込み 

⑫ 本施設内への刃物などの危険物の持ち込み 

⑬ 本施設内での喫煙（電子タバコを含む）、違法薬物の摂取・利用・所持、わいせつ行為 



⑭ 自らの会員証を他人（家族も含みます）に貸与したり、使用させる行為その他、当社が会員としてふさ

わしくないと認める行為 

第１８条（閉業） 

１. 当社は次の場合、３ヶ月前までに会員に告知を行なったうえで当クラブを閉業することができます。こ

の場合、全ての会員は退会とし、何等の異議申し立てをすることはできないものとします。また、当社

は会員またはビジターその他第三者に対し、一切の賠償の責を負わないものとします。 

① 法令の制定・改廃または行政指導により営業が不可能または困難になった場合 

② 災害その他の事由により本施設の被害が大きく、営業が不可能または困難になった場合 

③ 当クラブの経営上、または当社の事業運営上、営業が困難であると当社が判断した場合 

２. 第１９条（損害賠償）会員が本施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、当クラブまたは他の会

員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。 

３. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当社は、本クラブに故意または過失がある場合を除

き、一切関与せず、責任を負いません。 

 

第１９条（改定） 

当社は当社の判断により本会員規約を必要に応じて改定することができるものとし、その効力は本会員規約

の改定日をもって会員に生じるものとします。但し、本会員規約の改定に伴い会員に不利益が発生する等、

当社が会員への通知が必要と判断した場合、本会員規約改定日の１ヶ月前までに、本会員規約を改定する

旨、改定後の内容、および効力発生日を会員に通知します。会員は本会員規約の改定後に当クラブを利用し

続けることにより、改定後の本会員規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。 

 

第２０条（その他） 

本会員規約に定めなき事項ならびに当クラブの業務運営上必要な事項は、当社がこれを定めるものとします。 

 

第２１条（合意管轄） 

当クラブに関して会員と当社の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

します。 

 

附則 

本会員規約は、２０２２年７月１日より施行します。 

 

改定 ２０２２年１１月２１日 

 

 

株式会社ウォーター 

ゴルフスタジオ チョコ 


